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○
内
閣
府
令
第
三
十
号

災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
令
和
三
年
法
律
第
三
十
号
）
の
施
行
に
伴
い
、
並
び
に
災
害
対
策

基
本
法
（
昭
和
三
十
六
年
法
律
第
二
百
二
十
三
号
）
第
六
十
一
条
の
四
第
四
項
及
び
第
六
項
、
第
六
十
一
条
の
五
第
六

項
及
び
第
十
項
並
び
に
第
六
十
一
条
の
六
第
五
項
及
び
第
七
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
並
び
に
第
四
十
九
条
の
七
第
二
項

の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
を
実
施
す
る
た
め
、
災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
一
部
を

改
正
す
る
内
閣
府
令
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
三
年
五
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

菅

義
偉

災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
内
閣
府
令

災
害
対
策
基
本
法
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
七
年
総
理
府
令
第
五
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

次
の
表
に
よ
り
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
規
定
の
傍
線
を
付
し
た
部
分
を
こ
れ
に
対
応
す
る
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
規
定

の
傍
線
を
付
し
た
部
分
の
よ
う
に
改
め
、
改
正
前
欄
及
び
改
正
後
欄
に
対
応
し
て
掲
げ
る
そ
の
標
記
部
分
に
二
重
傍
線

を
付
し
た
規
定
（
以
下
「
対
象
規
定
」
と
い
う
。
）
は
、
改
正
前
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
を
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象

規
定
と
し
て
移
動
し
、
改
正
後
欄
に
掲
げ
る
対
象
規
定
で
改
正
前
欄
に
こ
れ
に
対
応
す
る
も
の
を
掲
げ
て
い
な
い
も
の

は
、
こ
れ
を
加
え
る
。
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改

正

後

改

正

前

（
指
定
避
難
所
の
公
示
）

第
一
条
の
七
の
二

法
第
四
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
法
第
四

［
条
を
加
え
る
。
］

十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
二
十
条
の
六
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で

に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
避
難
所
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号
ま
で
に
定

め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
指
定
一
般
避
難

所
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
一
般
避
難
所
の
名
称
及
び
所

在
地
そ
の
他
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
公
示
す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
法
第
四
十
九
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
準

用
す
る
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
令
第
二
十
条
の
六
第
一
号
か

ら
第
五
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
避
難
所
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
指
定
福
祉
避
難
所
」
と
い
う
。
）
を
指
定
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
福
祉
避

難
所
の
名
称
、
所
在
地
及
び
当
該
指
定
福
祉
避
難
所
に
受
け
入
れ
る
被
災
者
等
を

特
定
す
る
場
合
に
は
そ
の
旨
そ
の
他
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
事
項
を
公
示
す

る
も
の
と
す
る
。

（
法
第
六
十
一
条
の
四
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
等
）

第
二
条
の
三

法
第
六
十
一
条
の
四
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
の

［
条
を
加
え
る
。
］

要
避
難
者
を
受
け
入
れ
る
べ
き
避
難
場
所
を
管
理
す
る
者
並
び
に
関
係
指
定
地
方

行
政
機
関
の
長
、
関
係
指
定
公
共
機
関
及
び
関
係
指
定
地
方
公
共
機
関
、
関
係
公

共
的
団
体
そ
の
他
同
項
の
協
議
先
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
者
と
す
る
。

２

法
第
六
十
一
条
の
四
第
六
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
は
、
同
項
の
協
議
元
市

町
村
長
の
統
轄
す
る
市
町
村
の
区
域
に
お
い
て
協
議
元
市
町
村
長
が
同
項
の
通
知

を
受
け
た
時
に
現
に
要
避
難
者
を
受
け
入
れ
て
い
る
避
難
場
所
を
管
理
す
る
者
並

び
に
関
係
指
定
地
方
行
政
機
関
の
長
、
関
係
指
定
公
共
機
関
及
び
関
係
指
定
地
方

公
共
機
関
、
関
係
公
共
的
団
体
そ
の
他
協
議
元
市
町
村
長
が
必
要
と
認
め
る
者
と

す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
の
五
第
六
項
及
び
第
六
十
一
条
の
六
第
五
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項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
一

項
中
「
協
議
先
市
町
村
長
」
と
あ
る
の
は
、
「
都
道
府
県
外
協
議
先
市
町
村
長
」

と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

４

第
二
項
の
規
定
は
、
法
第
六
十
一
条
の
五
第
十
項
及
び
第
六
十
一
条
の
六
第
七

項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
令
第
二
十
四
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

（
令
第
二
十
四
条
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
管
区
海
上
保
安
本
部
の
事
務
所
）

第
二
条
の
四

［
略
］

第
二
条
の
三

［
同
上
］

（
法
第
八
十
六
条
の
八
第
四
項
の
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
等
）

（
内
閣
府
令
で
定
め
る
者
）

第
八
条
の
二

［
略
］

第
八
条
の
二

［
同
上
］

２
～
５

［
略
］

２
～
５

［
同
上
］

備
考

表
中
の
［

］
の
記
載
は
注
記
で
あ
る
。
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附

則

１

こ
の
府
令
は
、
災
害
対
策
基
本
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
の
施
行
の
日
（
令
和
三
年
五
月
二
十
日
）
か
ら
施

行
す
る
。

２

こ
の
府
令
の
施
行
の
際
現
に
災
害
対
策
基
本
法
第
四
十
九
条
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
災
害
対
策
基
本
法
施
行

令
第
二
十
条
の
六
第
一
号
か
ら
第
四
号
ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
指
定
避
難
所
（
同
条
第
一
号
か
ら
第
五
号

ま
で
に
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
を
除
く
。
）
と
し
て
指
定
さ
れ
て
い
る
も
の
に
つ
い
て
は
、
改
正
後
の
災
害

対
策
基
本
法
施
行
規
則
第
一
条
の
七
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
指
定
一
般
避
難
所
と
し
て
同
法
第
四
十
九
条
の
七
第

二
項
の
規
定
に
よ
り
準
用
す
る
同
法
第
四
十
九
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
公
示
を
さ
れ
て
い
る
も
の
と
み
な
す
。


